
本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

この研修会は、日本人の食事摂取基準（２０１５年版）の策定にあたりまして、実際に

現場で活用頂くためのポイントについて、厚生労働省が全国７か所で行うものです。具

体的な内容を先生方にご講演頂く前に、策定のポイント、および実際に活用して頂く際

のポイントについて、策定検討会事務局より簡単にご説明いたします。
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食事摂取基準は、戦後「日本人の栄養所要量」として策定されていたが、2005年版か

ら大幅に変更。

2005年版から食事摂取基準の概念を取り入れ、それ以降では今回は２回目の改定に

なる。
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食事摂取基準は、健康増進法第30条に基づき厚生労働大臣が定めるものである。

使用期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間。

改定作業は、まず検討会を立ち上げ、検討会の報告書を取りまとめた。

狭い意味での食事摂取基準は基準値（数値）を指すもののであり、広い意味では報告

書そのものを、食事摂取基準として取り扱っていることが特徴である。



今回の改定は、これまでの健康の保持増進や生活習慣病の発症予防に加え、生活習

慣病の重症化予防にまで視野を入れたことが特徴である。

その背景には高齢化社会の進展や、糖尿病などの有病者の増加がある。国が一定の

基準を示すため、食事摂取基準は科学的根拠（エビデンス）が揃ったものについて、値

を策定した。

特に今回は生活習慣病の重症化予防まで目的を広げたため、各種疾患ガイドライン

の動きを取り入れたものとなった。

また、健康日本２１（第二次）とも連動している。管理栄養士・栄養士のみならず医師な

どの保健医療従事者の活用も視野に入れている点も今回の特徴である。
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2010年版までは、栄養学の各分野の先生を中心にした策定検討会構成員であった。

さらに今回からは、生活習慣病の領域からは、高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎

不全の4疾患、対象者特性の分野からは小児、高齢者の専門家にも参加していただい

た。

総勢19名で検討を行った。

6



対象とする個人ならびに集団の範囲は、健康な個人並びに健康な人を中心として構成

されている集団である。

特に今回は、重症化予防を視野に入れたものであるため、高血圧、脂質異常、高血糖、

腎機能低下に関するリスクがあっても、自立した日常生活を営む人も対象に含まれて

いる。つまり保健指導レベルにある人である。

また疾患を有している人に対して治療を目的とする場合には、まず食事摂取基準のエ

ネルギーや栄養素の基本的な考え方を理解した上で、その疾患ガイドラインの栄養管

理のあり方を考えていくというスタンスになっている。これは、2010年版にはなかった記

述である。その点はこれまで以上に臨床現場で使いやすいことを念頭においた。
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図は、食事摂取基準の対象を示したもの。

2010年版では保健指導の基準範囲内から保健指導レベルまでを念頭に策定していた。

2015年版では受診勧奨レベルの一歩手前まで踏み込み、対象者とした。
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栄養素の指標は、

○摂取不足の回避（推定平均必要量、推奨量。それらを設定できないときには目安

量）、

○過剰摂取による健康被害の回避（耐容上限量）、

○生活習慣病の予防（目標量）、

という3つの目的に対応するもので2010年版と同様である。

大きな変更点は、エネルギーの指標である。これまでの推定エネルギー必要量ではな

く、今回はBMIを採用した。これは、エネルギー収支バランスを示す指標として採用した。
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食事摂取基準では、可能な限り科学的根拠に基づき策定した。

特に2010年版で課題になっていたエネルギーと生活習慣病については、重点的にレ

ビューを行った。

さらに2010年版と2015年版で基準値を変更する場合は、どのような条件で基準値を変

更するのか、基準改定の採択方針を明確に記述した。
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□新たに目標量を設定したものは、たんぱく質、エネルギー産生栄養素バランス、6～

17歳の食物繊維、カリウムである。

□コレステロール、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸は生活習慣病予防のエビデンスが不足

していたので、今回は目標量の設定は見送った。

しかし、n-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸は、必須脂肪酸であるため、摂取不足の回避の指

標として、目安量の設定を行った。

□エビデンスを再検討した結果、推定平均必要量の設定はできないと判断し、クロム

は目安量を設定した。

□妊婦・授乳婦で、目安量の設定にとどまる栄養素について、妊娠していない時に対

する付加量というのではなく、妊婦・授乳婦に対する目安量を設定した点も今回のポイ

ントである。
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推定平均必要量の設定では「どの段階の不足を回避するか」という、身体的エンドポイ

ントで検討した。

留意していただきたい栄養素については、基準値の表に注釈をつけた。どの身体的エ

ンドポイントにおいて設定された値なのかを、記載している。

例えばビタミンB
1
の推定平均必要量については、脚気予防ではなく、体内飽和量を満

たす値を推定平均必要量とした。

現場では、どういった身体的エンドポイントで設定された値なのかを理解した上で、使

用していただきたい。
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年齢区分は、結果的に2010年版と同様である。

高齢者について、2015年版でも70歳以上を1つの集団にしている。

実態に合わせて、70歳以上をより細かくした年齢区分が必要であるものの、エビデンス

が不足しているため、そこは今後の課題とした。

現場で高齢者を対象にする場合は、個人差があることを踏まえて活用していただきた

い。
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これまでの基準体位と呼んでいたものを、望ましいという意味での“基準”ではない点

から、平均的な体位を表すものとして呼び名を「参照体位」に変更した。

ただし、成人男性の３割が肥満であり、20〜30歳代女性の２割がやせであること、また

高齢者の人口の構成比が上がっていることから、これらの課題を踏まえた望ましい体

位の検証が、今後も必要である。

14



2015年版で、１歳以上について、策定した基準はこのとおり。
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食事摂取基準は、総論、各論、参考資料の３つから構成される。

○総論では、「策定方針」「策定の基本的事項」「策定の留意事項」「活用に関する基本

的事項」について記述してあり、特に2015年版では、食事評価を前提にしたPDCAサイ

クルの回し方を再整理した。

○各論ではエネルギーと34の栄養素について、策定方法とその結果を個別にまとめた。

今後の課題がある栄養素については、その課題も明記している。参考として、水につ

いてもまとめた。

○参考資料の「対象特性」では、「妊婦・授乳婦」「乳児・小児」「高齢者」についてまとめ

た。特に高齢者については虚弱や低栄養の課題があることから、丁寧にレビューした。

また「生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連」は、4疾患について栄養との関連をレ

ビューしてまとめた。
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食事摂取基準は国が定めたからといって絶対的なものではないことを踏まえた上で、

現場で活用していただきたい。

栄養素によってはエビデンスが十分ではなく限界を持ちながら使う必要のあるものもあ

る。食事摂取基準はエビデンスベースである限り、現場での活用にすべてをあてはめ

るのは限界がある。

またエビデンスに基づいて食事摂取基準を策定することと、それをもとに現場で活用す

ることは、どちらも目指す成果に向けた実践である。

作る側・使う側、それぞれの立場で、どこが課題なのかを明らかにしながら共有するこ

と。

つまり、食事摂取基準を作る側と使う側の両方で育てていくことで、国民の幸せに寄与

するものであると考える。

まずはそれぞれの立場で活用していただきながら課題を発見し、2020年に改訂する食

事摂取基準を育てていただきたい。
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